
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１２月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第３５号 

事故等種類 衝突（灯標） 

発生日時 平成２２年２月３日 ０２時００分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋市名古屋港高潮防波堤中央堤東灯台から真方位１９３°１,７

３０ｍ付近 

（概位 北緯３４°５８.９′ 東経１３６°４８.９′） 

事故等調査の経過  平成２２年３月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 昭洋
しょうよう

丸、１９９トン 貨物船 

 船舶番号、船舶所有者等 １３４６７１、三和海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷後部外板に擦過傷 

灯標 マーキング装置（１個）が破損 

 事故等の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、船首約０.８ｍ、船尾約２.０ｍの喫

水で、平成２２年２月３日０１時３０分ごろ名古屋港第６区を抜錨し、西

側から名古屋港東航路に入航した。 

船長は、名古屋港東航路の右側端に沿って北東進するつもりで左転して

いたところ、まもなく船首直前に紅灯が見え、右舷標識に近づきすぎたこ

とに気付き、左舵をとって船首が当たるのを回避し、さらに、右舵をとっ

たが間に合わず、０２時００分ごろ、名古屋港東航路第６号灯標（以下

「第６号灯標」という。）に衝突した。 

本船は、名古屋港に入港した後、海上保安庁の担当者が来船して灯標と

の衝突痕がないか確認を促され、船橋下の右舷側外板から船尾にかけて接

触痕があることが判明した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３ 

海象：平穏 

 その他の事項 本船は、ＧＰＳプロッターを装備していなかった。 

船長は、レーダーを作動させていたが、映りが悪いと感じて映像は見て

いなかった。 

船長は、名古屋港東航路に入航した後、航路端の第６号灯標の灯火が精

油所に着岸中の油送船の作業灯や引船の照明灯等にまぎれ、発見が遅れて

第６号灯標に近づいていることに気付かなかった。 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

本船は、名古屋港東航路に入航して北東進する

際、右舷船尾側が第６号灯標に衝突したものと考

えられる。 

判明した事項の解析 

 



 

船長は、航路の右側端に沿うよう左転していた

ところ、レーダーを注意深く見るなど、船位の確

認を適切に行っていなかったため、灯標に近づき

過ぎていることに気付かなかったものと考えられ

る。 

原因 本事故は、夜間、本船が、名古屋港東航路に入航して北東進する際、船

位の確認を適切に行っていなかったため、第６号灯標に衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

 




